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議会運営委員会会議録 

平成３０年３月２日（金） 

（開 会）１４：４１ 

（閉 会）１４：５６ 

案  件 

１ 議会の運営について 

 ２ 議長の諮問について 

 ３ 議会の会議規則、委員会に関する条例等について 

【 内 容 】 

１ 人事議案の説明、質疑 

（１）議案第４０号 教育委員会委員の任命につき議会の同意を求めること 

（２）議案第４１～４９号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき議会の同意を求める

こと（９件） 

（３）議案第５０～５３号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めること（４件） 

（４）議案第５４号 監査委員の選任につき議会の同意を求めること 

２ 追加議案の説明・質疑 

３ 追加議案の上程時期並びに付託委員会について 

４ 議案に対する質疑通告について 

議案第１５、１８、２４、２５、２７、２８、２９号（川上議員） 

議案第３４、３５号（道祖議員） 

５ 意見書案の取り扱いについて 

（１）バリアフリー法の改正及びその円滑な施行を求める意見書（案） 

（２）所有者不明の土地利用を求める意見書（案） 

（３）障がい児者の生きる基盤となる「暮らしの場」の早急な整備を求める意見書（案） 

６ 請願の取り扱いについて 

（１）請願第１４号 玄海原発再稼働の延期を求める決議に関する請願 

７ 陳情の取り扱いについて 

（１）陳情第５４号 「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税特別徴収税額の決定・変

更通知書（特別徴収義務者用）」マイナンバー記載の中止を求める陳情書 

８ 会期日程の変更について 

９ その他 

次回委員会開催予定 ３月２０日（火）定例会最終日 

 

○委員長 

ただいまから、議会運営委員会を開会いたします。 

｢議会の運営について｣、「議長の諮問について」及び「議会の会議規則、委員会に関する条例

等について」、以上３件を一括議題といたします。 

「人事議案」について、執行部に説明を求めます。 

○市長 

本日、提案させていただきます議案第４０号から議案第５４号までの人事議案１５件につい

て、ご説明いたします。 

まず、議案第４０号につきましては、平成３０年５月１６日付けをもって任期満了となりま

す本市教育委員会委員として、引き続き、大隈恵子氏を任命したいと存じますので、議会の同
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意を求めるものであります。 

次に、議案第４１号から議案第４９号の９件につきましては、平成３０年５月１６日付けを

もって任期満了となります本市固定資産評価審査委員会委員につきまして提案するものであり

ます。 

議案第４１号から議案第４４号は、牛島光一氏、柳田光重氏、井手口琢也氏、金子由美氏を、

引き続き、同委員として選任したいと存じますので、議会の同意を求めるものであり、議案第

４５号から議案第４９号は、坂口 隆氏、神﨑義徳氏、安永範彦氏、北冨悦則氏、梅津眞由美

氏を新たに同委員として選任したいと存じますので、議会の同意を求めるものであります。 

次に、議案第５０号から議案第５３号の４件につきましては、平成３０年６月３０日付けを

もって任期満了となります人権擁護委員につきまして提案するものであります。 

議案第５０号から議案第５２号は、松岡 智氏、内藤正登氏、妻鳥幸子氏を引き続き人権擁

護委員の候補者として推薦したいと存じますので、議会の意見を求めるものであり、議案第５

３号は伊藤智恵氏を新たに同委員の候補者として推薦したいと存じますので、議会の意見を求

めるものであります。 

最後に、議案第５４号につきましては、平成３０年５月１６日付けをもって任期満了となり

ます監査委員として、引き続き、篠﨑充俊氏を選任したいと存じますので、議会の同意を求め

るものであります。 

 以上、人事議案１５件を提案したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

次に、「人事議案の取り扱い」について、事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

ただいま市長から説明がありました議案第４０号から５４号までの１５件につきましては、

定例会最終日、３月２０日、火曜日の予算特別委員長報告、質疑、討論、採決の後に上程をし、

人事議案でございますので、委員会付託は省略して、採決の方法は起立採決としていただいて

はと考えております。 

なお、議案第４０号の教育委員会委員及び議案第５４号の監査委員の就任のあいさつにつき

ましては、先例によりまして、人事議案の同意の後に、直ちにあいさつを受けることになって

おりますので申し添えをいたします。以上、ご審議方よろしくお願いいたします。 

○委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。お諮りいたします。「人事議案の取り扱い」については、事務局説明

のとおりとすることにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

次に、「追加議案」について、執行部に説明を求めます。 

○総務課長 

追加で提案させていただきます「議案第５５号 平成２９年度一般会計補正予算（第８号）」

につきまして、「平成２９年度補正予算資料」の追加分によりご説明いたします。 

３ページをお願いいたします。今回の補正につきましては、表の下に記載しておりますよう

に、国の補正予算（第１号）に伴う関連事業の追加分にかかる経費を補正するものでございま
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す。補正額につきましては、一般会計で３億１６４３万６千円を追加いたしまして、補正後の

予算総額を、６３８億２４４２万１千円としようとするものでございます。なお、今回の補正

予算と平成３０年度当初予算で重複して計上している事業がございますが、この重複分につき

ましては、新年度の補正予算において減額調整をさせていただきます。 

４ページをお願いいたします。４ページ以降には補正予算の概要等について記載をいたして

おります。内容の説明につきましては省略させていただきます。以上、簡単ですが、議案の補

足説明を終わります。 

○委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。なお、質疑は議会運営委員会の付託事件の範囲

内でお願いいたします。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

次に、「追加議案の上程時期並びに付託委員会」について、事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

ただいま説明のありました平成２９年度一般会計補正予算の追加議案１件につきましては、

３月５日、月曜日の本会議、一般質問終了後、すでに上程されております議案の質疑、委員会

付託の後に上程を行い、提案理由説明、質疑、委員会付託としていただいてはと考えておりま

す。 

付託委員会につきましては、議案一覧表をご覧ください。冒頭に記載しておりますが、補正

の内容が１委員会のみの所管となっておりますことから、本案につきましては、申合せに基づ

き、福祉文教委員会に付託していただいてはと考えております。これにあわせまして、議案付

託一覧表（案）につきましても変更いたしております。以上、ご審議方よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。お諮りいたします。「追加議案の上程時期並びに付託委員会」につい

ては、事務局説明のとおりとすることにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

次に、「議案に対する質疑通告」について、事務局から報告させます。 

○議会事務局次長 

議案に対する質疑通告につきましては、議案第１５号、１８号、２４号、２５号、２７号、

２８号及び２９号、以上７件について、川上議員より、議案第３４号及び３５号について、道

祖議員より、それぞれ質疑通告があっておりますのでご報告いたします。 

また、先ほど説明をいたしました追加議案の議案第５５号につきましては、日程の関係上、

質疑通告を行いませんので、よろしくお願いいたします。 

○委員長 

「議案に対する質疑通告」については、ご了承願います。 

次に、意見書案について、「バリアフリー法の改正及びその円滑な施行を求める意見書（案）」

及び、「所有者不明の土地利用を求める意見書（案）」、以上２件について、提出者から補足説明

があれば、お願いいたします。 

○光根委員 

バリアフリー法の改正及びその円滑な施工を求める意見書案についてご説明いたします。 
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平成１８年に制定されました新バリアフリー法施行から１０年以上が経過し、バリアフリー

化は一定程度、進展を見せるところであります。 

しかしながら、急速に地域の人口減少、少子高齢化が進む中で、地域の一体的バリアフリー

化のニーズはますます高まっているにもかかわらず、全国の市町村においては進まない地域も

あります。 

政府は今国会にバリアフリー法改正案を提出しております。２０２０年の東京五輪パラリン

ピック開催を控え、各地で進められている公共施設や交通機関等のバリアフリー化をさらに加

速させることが目的であります。都市部だけでなく地方の自治体のバリアフリー化の取り組み

を支援する必要もあります。 

政府においてこのバリアフリー法の改正及び円滑な施行を求め、基本構想制度の見直しを含

む新たな仕組みついての検討、高齢者や障がい者等の意見を聞く仕組みづくりや制度の周知、

広報に努めること等を求める意見書となっております。 

○委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

次に、「障がい児者の生きる基盤となる『暮らしの場』の早急な整備を求める意見書（案）」

について、提出者から補足説明があれば、お願いいたします。 

○川上委員 

この意見書案につきましては、市議会議長あてに提出がありました陳情に基づくものであり

ます。同趣旨の陳情が出ており、意見書の採択を求めておりますので、私がまずはということ

で、意見書案を提出するものです。ご賛同をよろしくお願いします。 

○委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。ただいま説明のありました意見書案３件につきましては、各会派に

持ち帰っていただきまして、それぞれの賛否を３月１６日、金曜日、午後５時までに議会事務

局に報告していただきますようお願いします。 

次に、「請願の取り扱い」について事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

請願文書表のとおり、請願が１件提出されております。 

「請願第１４号 玄海原発再稼働の延期を求める決議に関する請願」は、総務委員会に付託

していただいてはと考えております。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。お諮りいたします。「請願の取り扱い」については、事務局説明のと

おりとすることにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

次に、「陳情の取り扱い」について事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

前回の本委員会以降、昨日までに提出されました陳情が１件ございます。 

「陳情第５４号 『給与所得等に係る市町村民税・道府県民税特別徴収税額の決定・変更通
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知書（特別徴収義務者用）』マイナンバー記載の中止を求める陳情書」につきましては、そのデ

ータをＳｉｄｅＢｏｏｋｓの本定例会のフォルダに掲載いたしますので、よろしくお願いいた

します。 

○委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。お諮りいたします。「陳情の取り扱い」については、事務局説明のと

おりとすることにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

次に、「会期日程の変更」について、事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

「平成３０年第１回飯塚市議会定例会会期日程（変更案）」をご覧ください。 

会議予定でございますが、黒枠で囲っております箇所で、第１２日、３月５日、月曜日の３

番目に追加議案の提案理由説明、質疑、委員会付託を、また４番目に請願の委員会付託を追加

するものでございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。お諮りいたします。「会期日程の変更について」は、事務局説明のと

おりとすることにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

最後に、その他でございますが、次回の委員会は、３月２０日、火曜日、最終日の本会議開

会前、午前９時半から開催いたしますので、よろしくお願いいたします。 

本日の審査は、全て終了いたしましたので、これをもちまして、議会運営委員会を閉会いた

します。お疲れさまでした。 


